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第１章  総  則 

 

第１節 計画の策定方針 

 

第１ 計画の目的 

小松市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づき、小

松市防災会議が作成する計画であり、小松市、石川県及び防災関係機関や公共団体その他市

民がその有する全機能を有効に発揮し、市域における防災に関して、災害予防、災害応急対

策及び災害復旧に至る一連の防災活動を実施することにより、市域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

第２ 計画の位置づけ及び基本方針 

１ 計画の位置づけ 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定、中央防災会議の作成する「防災基本計画」

及び「石川県地域防災計画」に基づき、市域における防災活動全般の効果的かつ具体的な

実施を図るため、小松市防災会議が作成するものである。 

２ 基本方針 

「小松市いのちを守る防災・減災推進条例」並びに「健康なこころとからだ・健全な地

域社会を育む条例」の基本理念の下、小松市、市域に係る防災関係機関、市域に所在する

事業者及び市民がそれぞれ全機能を有効に発揮し、相互に協力して防災対策に万全を期す

とともに、防災基盤の整備推進に努める。 

 

第３ 計画に定める事項 

１ 「災害に強い安全なまちづくり」を推進するうえでの中長期的・総合的な防災ビジョン

の明示 

２ 小松市及び市域に係る防災に関し、市及び市域内の公共的団体その他防災上重要な施設

の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 市域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災

害予防、情報の収集伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並

びに災害復旧に関する事項別の計画 

４ 市域に係る災害に関する前項に掲げる措置に関する労務、施設、設備、物資、資金等の整

備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

５ 前各項に掲げるもののほか、市域に係る防災に関し、小松市防災会議が必要と認める事

項 
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第４ 計画の構成 

この計画は次の５編から構成する。 

１ 総則編 

２ 地震災害対策編（地震） 

３ 津波災害対策編（津波） 

４ 一般災害対策編（風水害、土砂災害、雪害、原子力、その他大規模事故等） 

５ 資料編 

 

第５ 計画の修正 

この計画は災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認め

られるときは、国の防災基本計画及び石川県地域防災計画に抵触しない範囲で小松市防災会

議においてこれを修正する。 

 

第６ 用語の意義 

この計画において掲げる用語の意義は、次に示すところによる。 

１ 災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、原発事故、その他の異常な自然現

象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政

令で定められた原因により生ずる被害をいう。 

２ 感染症 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）

第 6 条第 1 項に規定する感染症をいう。 

３ 防災関係機関 

指定行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他防災上

重要な施設の管理者をいう。 

４ 指定地方行政機関 

災害対策基本法第２条第４号に定められた行政機関で、この計画では、次の機関をいう。 

中部管区警察局、北陸財務局、東海北陸厚生局、北陸農政局、近畿中国森林管理局、中

部経済産業局、中部近畿産業保安監督部、北陸信越運輸局、北陸地方整備局（金沢河川国

道事務所、金沢港湾・空港整備事務所）、大阪航空局（小松空港事務所）、東京管区気象

台（金沢地方気象台）、第九管区海上保安本部（金沢、七尾海上保安部）、北陸総合通信

局、石川労働局、中部地方環境事務所、国土地理院（北陸地方測量部）、近畿中部防衛局

（小松防衛事務所） 

５ 指定公共機関 

災害対策基本法第２条第５号に定められた公共機関で、この計画では、次の機関をいう。 

日本郵便株式会社（北陸支社）、日本銀行（金沢支店）、日本赤十字社（石川県支

部）、日本放送協会（金沢放送局）、中日本高速道路株式会社（金沢支社）、西日本旅客
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鉄道株式会社（金沢支社小松駅）、日本貨物鉄道株式会社（金沢支店）、西日本電信電話

株式会社（金沢支店）、ＫＤＤＩ株式会社（北陸総支社）、日本通運株式会社（北陸西支

店）、北陸電力株式会社（小松支店）及び北陸電力送配電株式会社（小松配電部）、株式

会社ＮＴＴドコモ（北陸支社）、エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社（北陸

営業支店）、ソフトバンク株式会社（地域総務部（北陸））、楽天モバイル株式会社（金

沢支店）、福山通運株式会社（金沢支店）、佐川急便株式会社（北陸支店）、ヤマト運輸

株式会社（金沢主管支店）、イオン株式会社、ユニー株式会社、株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株式会社セブン＆アイ・

ホールディングス 

６ 指定地方公共機関 

災害対策基本法第２条第６号に基づき石川県知事が指定した機関で、次をいう。 

北陸鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、株式会社北國新聞社、株式会社中日新

聞北陸本社、北陸放送株式会社、石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会

社エフエム石川、北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川

県看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、小松ガス株式会

社、一般社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人石川県

栄養士会 

７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

災害対策基本法第２条第６号に定められた公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

で、この計画では、次をいう。 

土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等、商工会議所、商工会等、一般

病院等の経営者、建設業者及び舗装業者、一般運輸事業者、金融機関、危険物関係施設の

管理者 

８ 要配慮者 

災害対策基本法（第８条第２項第 15 号）に定義される「高齢者、障がい者、乳幼児そ

の他の特に配慮を要する者」をいう。 

具体的には、災害発生前の備え、災害発生時の避難行動、避難後の生活などの各段階に

おいて、支援等を必要とする高齢者、障がい者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等を

想定する。 
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第２節 業務の大綱 

 

第１ 防災上の責務 

１ 小松市 

小松市は、防災の第一次的責任を有する基礎的な地方公共団体として、市域並びに市民

の生命、身体及び財産を地震をはじめとする各種災害から保護するため、石川県、指定地

方行政機関、自衛隊、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体及び市民の協力を

得て防災活動を実施する。また、市民の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の充実を図

り、市の有する全ての機能を十分に発揮するよう努める。 

なお、災害救助法が適用された場合は知事の補助機関として災害救助にあたる。 

２ 石川県 

石川県は、県の地域並びに県民の生命、身体及び財産を地震をはじめとする各種災害か

ら保護するため、防災関係機関の協力を得て、広域的、総合的な実務処理を行うととも

に、小松市が行う防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、その業務に関わる防災活動を実施するとともに、小松市が行う防

災に関する事務又は業務の実施が円滑に行われるように、その所掌事務において、勧告、

指導、助言、その他適切な措置を行う。 

４ 自衛隊 

都道府県知事等法令で定める者から災害派遣要請を受けたとき、部隊等の派遣の必要の

有無を判断し、部隊等を派遣する適切な措置を行う。また、地震及びその他の災害に際

し、その事態が特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合、要請を待た

ずに部隊等を派遣する。 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務に関わる防災活動を実施するととも

に、小松市が行う防災に関する事務又は業務の実施が円滑に行われるよう協力する。 

６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、法令又は地域防災計画の定めるところに

より、平常時から災害の予防に関わる整備を図るとともに、市及びその他の防災関係機関

が行う防災活動に協力する。 

７ 市民 

市民は、「自らの命は自ら守る」という意識の下、自ら災害に備えるための手段を講ず

るとともに、自主防災組織等の自発的な防災活動に参加するなど、防災に寄与するよう努

める。 
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第２ 防災に関する組織体制 

防災対策を円滑に実施するため、市及び防災関係機関並びに公共的団体は、それぞれの所

掌事務の遂行について相互に協力し、総合的な防災組織の確立を図る。 

なお、災害対策基本法で規定される勧告又は指示、資料等の提出要求等の法定事項の観点

からみた諸機関の関係は、次のとおりである。 

 

「勧告又は指示並びに資料等の提出要求の関係」  

 
 

中央防災会議 （防災基本計画） 

（防 災 業 務 計 画        ） 
 

                  （防 災 業 務 計 画        ） 
 
指 定 公 共 機 関             

指 定 行 政 機 関           
   
    

   

資料提供協力要求 21，36③，39③ 

 
指定地方公共機関     

指定地方行政機関      
    
     

  勧告・指示 45① 

  報告資料の提出要求 45② 

  勧  

  告  

  ・  

13 指  

② 示  

  要 資 

求 料 

13 提 

① 出 

  協 

  力 

       

相互協力22① 都道府県防災会議 
  

知    事 
 

   
   （地域防災計画）                             

勧告指示22② 

   

相互協力22① 市町村防災会議          
  

市町長 
 

   
   （地域防災計画）  

勧 報 

告 告 

指 資 

示 料 

45 の 

① 提 

  出 

  要 

  求 

45 

  ② 

 

 
公 共 的 団 体        

 
  
    

  勧告又は指示 
資料等の提出要求 

 
 防災上重要な 

施 設 管 理 者        

   
  ※ 数字は災害対策基本法の条項を示す 
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第３ 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

１ 小松市 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

小松市 

（１）小松市防災会議に関する事務 

（２）防災に関する組織の整備 

（３）防災に関する施設・設備の計画的な整備 

（４）防災教育及び訓練並びに防災思想・知識の普及 

（５）災害に関する情報の収集及び伝達 

（６）高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発表・発令、市民等

への伝達及び誘導 

（７）要配慮者施策の推進 

（８）被災者の救助、医療、防疫等の救助保護対策 

（９）災害の防ぎょと拡大防止のための措置 

（10）災害応急・災害復旧用資材の確保 

（11）災害時における緊急道路、緊急輸送道路の確保 

（12）災害に関する広域市町村間の相互応援協力 

（13）防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整 

（14）災害時における文教対策、保健衛生等の緊急対策 

（15）市の管理する施設が被災した場合の応急対策及び復旧対策 

（16）被災施設の復旧及び被災産業に対する融資対策 

（17）防災ボランティアの受け入れ態勢の整備 

（18）自主防災組織の育成指導 

２ 石川県 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

石川県 

（１）県の地域に係る防災に関して、指定地方行政機関及び指定公

共機関の処理するものを除く関係機関の業務に対する援助及

び総合調整に関すること 

（２）災害発生時における災害応急対策の実施に関すること 

（３）県の管理に属する施設の災害復旧に関すること 

小松警察署 

（１）災害時の治安、交通整理及び警察管理施設の防護に関するこ

と 

（２）災害時の住民等の避難及び人命救助に関すること 

（３）警察装備資器材の確保に関すること 

（４）災害情報の収集及び広報活動に関すること 

南加賀土木 

総合事務所 
土木関係全般の災害対策に関すること 

南加賀保健福祉 

センター 
（１）災害時の医療、防疫及び衛生管理に関すること 

（２）その他、保健衛生関係の災害対策に関すること 

小松県税事務所 災害時における県税の特別措置に関すること 

南加賀農林総合 

事務所 
農林関係事業全般の災害対策に関すること 
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３ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

中部管区警察局 

（１）管区内各県警察の災害警備活動の指導、調整に関すること 

（２）他管区警察局及び管区内防災機関との連携に関すること 

（３）管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

（４）警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関する

こと 

（５）情報の収集及び連絡に関すること 

（６）津波警報等の伝達に関すること 

北陸財務局 

（１）地方公共団体に対する災害融資に関すること 

（２）災害時における金融機関に対する緊急措置の指示に関する

こと 

（３）主務省の要請による災害復旧事業費査定の立会に関するこ

と 

（４）提供、使用可能な国有財産の情報提供に関すること 

（５）国有財産の津波避難ビル等避難場所の指定に係る相談対応

及び各種調整に関すること 

（６）災害等発生時における国有財産の無償貸付等に関すること 

東海北陸厚生局 

（１）災害状況の情報収集、連絡調整に関すること 

（２）関係職員の派遣に関すること 

（３）関係機関との連絡調整に関すること 

北陸農政局 

（１）国営農業用施設の整備及びその防災管理並びに災害復旧農地

及び農業用施設災害復旧事業費の査定に関すること 

（２）災害時における病害虫の防除及び種苗の需給計画、家畜等の

管理衛生及び飼料の需給計画並びに生鮮食品等の地域的需

給計画の作成の指導に関すること 

（３）土地改良機械及び技術者の配置の現況の把握並びにその緊急

使用と動員に関すること 

（４）災害金融についての指導に関すること 

（５）災害時における応急用食料の調達・供給に関すること 

近畿中国森林管理局 

（１）森林治水による災害予防に関すること 

（２）保安林、保安施設等の整備及びその防災管理に関すること 

（３）災害時における木材（国有林）の供給に関すること 

中部経済産業局 

（１）災害時における物資の安定的供給確保に係る情報収集及び関

係機関との連絡調整に関すること 

（２）産業（中小企業を含む）の被害情報及び被災事業者への支援

に関すること 

（３）ライフラインの早期復旧に関すること 

中部近畿産業 

保安監督部 

高圧ガス、液化石油ガス、火薬類等所掌に係る危険物又はその施設、

鉱山施設、電気施設、都市ガス施設の保安の確保に必要な監督又は

指導に関すること 

北陸信越運輸局 
災害時における車両調達のあっせん及び自動車による輸送のあっ

せん並びに船舶調達等のあっせんに関すること 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

北陸地方整備局 

（金沢河川国道 

事務所） 

（１）梯川の直轄区域内における河川管理に関すること 

（２）梯川の直轄工事区域内における河川改修及び維持補修並びに

災害復旧に関すること 

（３）梯川の直轄区域の水防警報に関すること 

（４）梯川の直轄区域内の洪水予報（金沢地方気象台共同発表）に

関すること 

（５）土砂災害緊急情報の発表等に関すること 

（６）小松直轄区域内の海岸工事に関すること 

（７）小松直轄区域内の水防警報に関すること 

（８）一般国道指定区間における通行の確保、維持管理及び災害予

防、災害復旧に関すること 

（９）国が行う海洋汚染の防除に関すること 

（10）油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること 

（11）緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

北陸地方整備局 

（金沢港湾・ 

空港整備事務所） 

小松空港に関する国の直轄土木工事及びその災害復旧に関するこ

と 

大阪航空局 

（小松空港事務所） 

（１）飛行場及び航空保安施設の整備と防災管理に関すること 

（２）災害時における航空についての措置に関すること 

東京管区気象台 

（金沢地方気象台） 

（１）気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び

発表を行うこと 

（２）気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通

信等の施設及び設備の整備に努めること 

（３）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震

動に限る）、水象の予報及び特別警報・警報・注意報、並び

に台風、大雨、竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防

災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道機関を通じ

て住民に周知できるよう努めること 

（４）気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震

速報の利用の心得などの周知・広報に努めること 

（５）市町村が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザード

マップ等の作成に関して、技術的な支援・協力を行うこと 

（６）災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、都道

府政県や市町村に対して気象状況の推移やその予想の解説

等を適宜行うこと 

（７）都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気

象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に努めること 

第九管区 

海上保安本部 

（金沢､七尾 

海上保安部） 

（１）海上における災害予防に関すること 

（２）海上における災害応急対策に関すること 

（３）避難者、物資の輸送等救援活動に関すること 

北陸総合通信局 災害時における非常通信の確保に関すること 

石川労働局 災害時における産業安全に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

中部地方環境事務所 

（１）有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関

すること 

（２）災害時における廃棄物に関すること 

国土地理院 

（北陸地方測量部） 

（１）災害情報の収集及び伝達における地理空間情報の活用に関す

ること 

（２）災害予防、災害復旧及び復興における国土地理院の防災関連

情報の活用に関すること 

（３）災害時等における地理情報システムの活用に関すること 

（４）災害復旧及び復興のための公共測量の技術的助言に関するこ

と 

近畿中部防衛局 

（小松防衛事務所） 

 

自衛隊 

（１）災害時における人命又は財産保護のための予防活動及び救援

活動に関すること 

（２）災害時における応急復旧活動に関すること 

（３）要請に基づく人命又は財産の保護のための部隊の派遣に関す

ること 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本郵便株式会社 

（北陸支社） 

（１）災害時における郵便業務の確保に関すること 

（２）災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護

対策に関すること 

西日本旅客鉄道 

株式会社 

（金沢支社小松駅） 

（１）鉄道施設の防災管理に関すること 

（２）災害時における鉄道等による人員の輸送確保に関すること 

日本貨物鉄道 

株式会社 

（金沢支店） 
災害時における鉄道貨物による緊急物資の輸送確保に関すること 

西日本電信電話 

株式会社 

（金沢支店） 

（１）公衆電気通信施設の防災対策及び復旧対策に関すること 

（２）災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること 

ＫＤＤＩ株式会社 

（北陸総支社） 

株式会社 

ＮＴＴドコモ 

（北陸支社） 

エヌ・ティ・ティコ
ミュニケーションズ

株式会社 

（北陸営業支店） 

ソフトバンク 

株式会社 

（地域総務部（北陸））  

楽天モバイル 

株式会社 

（金沢支店） 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本銀行 

（金沢支店） 

災害時における金融機関に対する金融緊急措置の指導に関するこ

と 

日本赤十字社 

（石川県支部） 

（１）災害時等における救護班による医療救護、助産活動、遺体の

処理等に関すること 

（２）義援金品の募集及び配分に関すること 

（３）日赤奉仕団の編成及び派遣のあっせん並びに防災ボランティ

ア活動の連絡調整に関すること 

（４）輸血用血液の確保・供給に関すること 

（５）救護所の開設に関すること 

日本放送協会 

（金沢放送局） 

（１）気象等予警報の放送に関すること 

（２）災害時における広報活動に関すること 

中日本高速道路 

株式会社 

（金沢支社） 

（１）高速自動車道の維持管理及び防災対策の実施に関すること 

（２）災害時の高速自動車道の輸送路の確保に関すること 

（３）高速自動車道の早期災害復旧に関すること 

日本通運株式会社 

（北陸西支店） 

災害時における陸路の緊急輸送の確保に関すること 

福山通運株式会社 

（金沢支店） 

佐川急便株式会社 

（北陸支店） 

ヤマト運輸株式会社
（金沢主管支店） 

北陸電力株式会社 

（小松支店）及び北
陸電力送配電株式会
社（小松配電部） 

（１）電力施設の防災対策に関すること 

（２）災害時の電力需給確保及び災害復旧に関すること 

イオン株式会社 

災害時における物資の調達・供給確保に関すること 

ユニー株式会社 

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン 

株式会社ローソン 

株式会社 

ファミリーマート 

株式会社 

セブン＆アイ・ホー
ルディングス 

北陸鉄道株式会社 災害時における鉄道及び陸路の緊急輸送の確保に関すること 

IRいしかわ鉄道 

株式会社 

（１）鉄道施設の防災管理に関すること 

（２）災害時における鉄道による人員の輸送に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

株式会社北國新聞社 

災害時における広報活動に関すること 
株式会社 

中日新聞北陸本社 

北陸放送株式会社 

（１）気象等予警報の放送に関すること 

（２）災害時における広報活動に関すること 

石川テレビ放送 

株式会社 

株式会社テレビ金沢 

株式会社 

エフエム石川 

北陸朝日放送 

株式会社 

公益社団法人 

石川県医師会 

（１）医師会救護班の編成及び連絡調整に関すること 

（２）災害時における医療救護活動に関すること 

公益社団法人 

石川県看護協会 
災害時における看護活動に関すること 

石川県治水協会 河川、海岸、水防及び災害復旧事業に関すること 

一般社団法人 

石川県エルピーガス
協会 （１）災害時におけるガス施設の応急復旧に関すること 

（２）災害時におけるガスの安定供給の確保に関すること 

小松ガス株式会社 

一般社団法人 

石川県歯科医師会 
災害時における歯科医療救護活動に関すること 

公益社団法人 

石川県薬剤師会 
災害時にける薬剤師活動や医薬品供給に関すること 

公益社団法人 

石川県栄養士会 
災害時における栄養管理に関すること 

 

５ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

土地改良区 水門、水路、ため池等の施設の防災管理及び災害復旧に関すること 

医療施設管理者 

（１）避難用設備等の整備及び避難訓練の実施 

（２）災害時における病人等の収容保護に関すること 

（３）災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

小松能美建設業協会 市との協定に基づく支援活動に関すること 

小松管工事協同組合 市との協定に基づく支援活動に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

石川県建設 

コンサルタント協会 

市との協定に基づく応急調査業務に関すること 
石川県 

測量設計業協会 

石川県 

地質調査協会 

危険物関係施設 

管理者 

（１）危険物施設の防護施設の設置に関すること 

（２）安全管理の徹底に関すること 

燃料取扱機関 
（１）石油類、プロパンガス等の防災管理に関すること 

（２）災害時における燃料の供給に関すること 

農業協同組合 

漁業協同組合 

（１）被害調査と応急対策に関すること 

（２）被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること 

かが森林組合 

（１）森林治水による災害予防に関すること 

（２）保安林･保安施設･地すべり防止施設の整備と管理に関する

こと 

（３）被害調査と応急対策に関すること 

（４）被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること 

小松商工会議所 

（１）商工業関係の被害調査に関すること 

（２）融資希望者の取りまとめ及びあっせん等の協力に関するこ

と 

（３）災害時における物価安定についての協力に関すること 

（４）災害時の食糧、生活必需品及び復旧用資材の確保に関する

こと 

こまつ観光物産 

ネットワーク 
被害調査の協力に関すること 

旅客自動車業者 災害時の人員輸送及び避難等の輸送力の確保に関すること 

一般運輸事業者 災害時における緊急輸送の確保に関すること 

金融機関 
被災事業者に対する資金の融資及びその他の緊急措置に関するこ

と 

小松市社会福祉 

協議会 

（１）被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資に関すること 

（２）義援金品の取り扱いに関すること 

（３）ボランティア活動に関する環境整備に関すること 

日本赤十字奉仕団 災害時におけるボランティア活動に関すること 

社会福祉事業者 
（１）避難用設備等の整備及び避難訓練の実施に関すること 

（２）被災時の収容者の収容保護に関すること 

学校法人 
（１）避難用設備等の整備及び避難訓練の実施に関すること 

（２）被災時における教育対策及び被災施設の復旧に関すること 

町内会 

自主防災組織 
その他 

（１）防災に係わる知識の普及に関すること 

（２）災害発生時における情報の収集伝達、要配慮者の避難支援、

救出・救護、避難・誘導、初期消火等の災害応急活動に関

すること 

（３）住民への防災訓練及び啓発に関すること 

（４）防災用資材の備蓄に関すること 
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第３節 事前措置及び応急措置等 

 

第１ 市長の事前措置及び応急措置 

市長は災害が発生又は発生するおそれがあるときは、法令に基づき次の措置を取る。 

１ 出動命令等（災害対策基本法第 58 条） 

（１）消防機関、消防団に対して出動の準備をさせ、又は出動を命ずること。 

（２）地域内の災害応急対策責任者に対して応急措置の実施に必要な準備をするよう要請又

は求めを行うこと（警察官の出動を求める場合は、小松警察署長を経て石川県警察本

部長に対して行う）。 

２ 事前措置等（災害対策基本法第 59 条） 

災害が発生した場合において、その災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又

は物件の所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するために必要な限度において、当

該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を取ることを指示すること。 

３ 避難の指示等（災害対策基本法第 60 条） 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、必要

と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示すること。 

４ その他の応急措置 

（１）消防、水防、救助その他災害の発生を防ぎょし、又は災害の拡大を防止するために必要

な応急措置の実施（災害対策基本法第 62 条第１項） 

（２）警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入

りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること（災害対策基本

法第 63 条） 

（３）工作物等の使用、収用、除去、保管等（災害対策基本法第 64 条） 

（４）従事命令（災害対策基本法第 65 条、第 63 条第２項その他） 

（５）損失補償（災害対策基本法第 82 条第１項、第 84 条第１項） 

 

第２ 市の委員会及び委員等の応急措置 

市の委員会又は委員、市域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法令の規

定により応急措置の実施の責任を有する者は、本地域防災計画の定めるところにより、市の

所轄の下にその所掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市長の実施する応

急措置に協力しなければならない（災害対策基本法第 62 条第２項）。 
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第４節 市域特性と過去の災害履歴等 

 

第１ 自然条件 

１ 地勢の概況 

小松市は石川県の西南部に位置する面積約 371ｋｍ2の市であり、市域の地勢は、加賀山

地、能美・江沼丘陵、加賀低地の三つに大別される。 

加賀山地は主として前期中新世の流紋岩質火砕岩と流紋岩質溶岩で構成され、この山地

から続く標高 100ｍ以下のなだらかな丘陵地は、能美・江沼丘陵と呼ばれる丘陵地はその

全域にわたって、更新世中期の砂礫を主体とする未固結堆積物によって覆われる。 

また、小松市の中心街が位置する加賀低地は、手取扇状地を境に小松・江沼平野と呼ば

れ、最も新しい時代に形成された地形面が分布する。 

小松・江沼平野を地形的に区分すると、海岸線には北東－南西方向に発達する沿岸砂丘

が分布し、日末町及びＪＲ粟津駅周辺には地形的にやや高い段丘面が分布する。これ以外

の平野部は潟埋積平野に区分され、その名残は加賀三湖（今江潟・木場潟・柴山潟）とし

て存在していた。 

しかしながら、干拓事業によってその湛水域は失われ、自然の残された県内唯一の湖沼

として、木場潟のみが昔の姿を留めているにすぎない。 

また、沿岸砂丘には小松空港が位置しており、砂丘地の大部分は人工的に改変されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 3 年 3 月作成「小松市耐震改修促進計画」より抜粋 

  

日本海 

加賀市 

能美市 

白山市 

福
井
県 

加賀山地 

能美・江沼丘陵 

加賀低地 

加賀低地

能美・江沼丘陵

加賀山地

  

日本海 

加賀市 

能美市 

白山市 

福
井
県 

加賀山地 

能美・江沼丘陵 

加賀低地 

加賀低地

能美・江沼丘陵

加賀山地
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２ 気象の概況 

小松市における気象概況は下表に示した通りであり、1991 年～2020 年の 30 年間の平均

気温は 14.5℃、年間降水量は 2,230.2mm で、年間を通して降水量が多い気候であるが、本

県の中では温和な気候に属している。 

月 
平均気温 

（℃） 

平均風速 

（m/s） 

降水量 

（mm） 
備  考 

１月 ３．６ ２．０  ２５１．３ 
 

出典 
気象庁金沢地方気象台小松市気象統

計資料より抜粋 
左記記録は、小松市今江町の地域気

象観測所の1991～2020年（30年間）の
平均値 

２月 ３．９ ２．０ １４７．７ 

３月 ６．９ ２．０ １４４．３ 

４月 １２．２ １．９ １２９．３ 

５月 １７．３ １．７ １２７．３ 

６月 ２１．２ １．４ １５１．０ 

７月 ２５．４ １．４ ２１８．９ 

８月 ２６．７ １．４ １５２．０ 

９月 ２２．５ １．５ ２１４．６ 

１０月 １６．８ １．５ １７１．６ 

１１月 １１．２ １．６ ２１９．４ 

１２月 ６．２ ２．０ ２８２．５ 

全 年 １４．５ １．７ ２２３０．２ 

 

第２ 社会条件 

１ 人口及び世帯数等 

小松市の人口は、令和 5 年１月１日現在で 106,416 人、世帯数は 45,050 世帯である。 

平均世帯人員は 2.4 人であり、平成 10 年の 3.4 人に比較し核家族化が進んでいる。 

また、市の高齢化社会の現象は下表のとおり、他の市町村と同様に着実に進行してお

り、平成 10 年における 65 歳以上の人口は 18,552 人で全人口の 17.1％であったが、令和

5 年においては 30,534 人で全人口の 28.7％にまで上昇している。 

 
人 口（人） 

６５歳以上

（人） 
割合（％） 

平成１０年１月１日 １０８，７９３ １８，５５２ １７．１ 

令和５年１月１日 １０６，４１６ ３０，５３４ ２８．７ 

※住民基本台帳法の一部改正により外国人も住民票が作成されることになり、平成２４年

８月分から外国人の方も含まれている 
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２ 社会経済的条件 

小松市は小松空港を擁するほか、北陸自動車道、国道８号、国道 305 号をはじめ、都市

間を結ぶ幹線道路やＪＲ北陸本線が通過する立地条件にある。また、小松空港は国内便だ

けでなく、国際線も就航しており、北陸の空の玄関口としても重要な位置づけにある。 

他方、小松市の産業についてみると、基幹産業である繊維工業、機械工業及び伝統的工

芸品産業に特化していること、中小企業の比率が高いことが特色として挙げられるが、近

年は、ハイテク、サービス産業の比率も徐々に高まりつつある。 
 

○ 産業別就業者数（令和 2 年国勢調査（令和 4 年 12 月公表）） 

産 業 区 分 総  数 備  考 

農   業 ９８０人  

林   業 ５０人  

漁   業 １０人  

鉱業、採石業、砂利採取業 －  

建 設 業 ３，５６０人  

製 造 業 １６，６３０人  

電気・ガス・熱供給・水道業 ２２０人  

情報通信業 ６６０人  

運輸業、郵便業 ２，０５０人  

卸売業、小売業 ７，８２０人  

金融業、保険業 ８１０人  

不動産業、物品賃貸業 ５７０人  

学術研究、専門・技術サービス業 １，３４０人  

宿泊業、飲酒サービス業 ２，６１０人  

生活関連サービス業、娯楽業 １，８８０人  

教育・学習支援業 ２，８４０人  

医療、福祉 ６，６５０人  

複合サービス事業 ６２０人  

サービス業 ２，４６０人 他に分類されないもの 

公   務 ２，８７０人 他に分類されるものを除く 

分類不能産業 ９２０人  

総就業者数 ５５，５５０人 人口に対する割合：52.3％ 

第１次産業      １，０４０人（ １．９％） 

第２次産業     ２０，１９０人（３６．３％） 

第３次産業     ３４，３２０人（６１．８％） 

 

第３ 災害の履歴 

１ 一般災害 

市域で発生した水害の履歴をみると、昭和 40 年代半ばまでは堤防決壊等による大規模

水害が発生していたが、昭和 46 年に梯川が一級河川に指定された後は、下流域から河岸

堤防の拡幅工事が計画的に行われ、また、昭和 53 年には赤瀬ダムが運用を開始されるな

ど、梯川流域の水害の軽減が図られてきた。しかしながら、都市化に伴う一部地域の内水

被害のほか、近年の気候変動に伴う異常出水による梯川の増水や支流域の普通河川の氾濫

が懸念されるなど、発生メカニズムが変化している。 
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［昭和３８年以降に市域で発生した一般災害］ 

発 生 年 月 日 災 害 種 気 象 概 況 等 主  な  被  害  状  況 
昭和３８年 １月１５日 
   ～ ２月２０日 

豪 雪 
（３８豪雪） 

相次ぐ異常降雪と猛吹雪の

ため、交通の途絶、食糧の不

足、家屋倒壊等の被害が発生

した 

○積雪：市街地 １．６ｍ 

       山間部 ４．０ｍ 

死   者：  ５名，重軽傷者：  ２０名 

家屋全壊：１１５棟，家屋半壊： １５５棟 

家屋損壊：８８５棟，公共施設倒壊：  ２棟 

床上浸水： １０世帯，床下浸水： ３９４世帯 

その他 ：農林水産関係の被害甚大 

昭和３９年 ７月 ８日 集中豪雨 台風５号崩れの熱帯低気圧

が梅雨前線の活動を活発化

させて豪雨となり、市内各河

川が氾濫した 

○日降水量：２０３．８ｍｍ 

床上浸水：  ３世帯，床下浸水： ２４９世帯 

その他 ：鍋谷川、八丁川堤防決壊 

        通行不能道路７ヶ所 

        田畑の冠水多数 

昭和３９年 ７月１６日 集中豪雨 豪雨のため地盤に亀裂が生

じ、那谷町の通称山坂山で土

砂崩れが発生した 

非住家被害：   １棟 

土砂崩れ：１ヶ所（長さ１８ｍ、幅５.５ｍ、高さ３.５ｍ） 

昭和４０年 ９月１０日 台風２３号 若狭湾から日本海に抜けた

台風が、毎時６０ｋｍのスピード

で海岸沿いに進み、小松市に

接近した 

○瞬間最大風速 ３２ｍ 

重軽傷者：   ９人 

家屋全壊：  １４棟，家屋半壊：   ５棟 

家屋破損：４,２1３棟，公共施設被害： 66棟 

水稲被害： ５４２ｈａ，野菜被害：９０トン 

果樹被害：  １０ｈａ（落果６０トン） 

昭和４０年 ９月１７日 台風２４号 愛知県に上陸した台風が東

日本を縦断したため、激しい

風雨の影響で市内の各河川

が増水した 

床上浸水：  ４４棟，床下浸水： ５９２棟 

道路損壊：   ８ヶ所 

堤防決壊：   １ヶ所（長田町地内の八丁川：１０ｍ） 

昭和４３年 ２月２１日 雪  崩 波佐谷町地内の通称大由山

の中腹より、長さ５０ｍ、幅２５ｍ

の表層雪崩が発生し３０ｍにわ

たり市道に落下したため、通

行中の７人が遭難 

重軽傷者：    ７名 

昭和４３年 ２月２７日 雪  崩 中ノ峠より南７００ｍの地点で、

長さ５０ｍ、幅２．５ｍの深層雪崩

が発生し、長さ ４０ｍにわたり

高さ３ｍの雪で林道が埋没し

た 

死  者：    １名 

昭和４３年 ８月２８日 台風１０号 北陸地方に停滞した秋雨前

線が、台風１０号の影響で活発

化し、市内で水害が発生した 

床上浸水：２００棟，床下浸水：1,１０１棟 

水田流失： ４７ｈａ，水田冠水： ９５８ｈａ 

堤防決壊：  ３ヶ所，堤防破損：  １１ヶ所 

公共施設：床上浸水２，床下浸水３棟 

果樹（ブドウ ）：  ４７ｈａ，そ採：  ２８ｈａ 

そ の 他：バス路線の不通１ヶ所 

         電話不通１０ヶ所（３１２回線） 

昭和４４年 ８月 ９日 集中豪雨 ４３．８ｍｍの降水量により、山間

部で被害が発生した 

床下浸水： １８棟，田畑冠水：  ４０ ａ 

崖 崩 れ：  １ヶ所 

昭和４５年 ６月１５日 
   ～ ６月１６日 

集中豪雨 梅雨前線の停滞により、梯川

及び前川の堤防が決壊し、水

害が発生した 

田畑冠水： ３８８ｈａ 

昭和４９年 ７月 ９日 
   ～ ７月１０日 

集中豪雨 集中豪雨により、市内一円で

被害が発生した 

○日降水量：１００ｍｍ（ ７月 ９日） 

○日降水量： ３５ｍｍ（ ７月１０日） 

床下浸水： １１７棟，田畑冠水： ３８ｈａ 

そ の 他：通行不能道路 １ヶ所 

昭和５０年 ６月１１日 集中豪雨 集中豪雨により、木場町地内

で日用川の堤防が決壊した 

床下浸水：  ４棟，田畑冠水：  ８３ｈａ 

道路損壊：  １ヶ所，河川決壊：   ９ヶ所 

そ の 他：農林水産施設被害 ５ヶ所 



総則編 第１章 総則 

- 総則18 - 

発 生 年 月 日 災 害 種 気 象 概 況 等 主  な  被  害  状  況 
昭和５１年１２月２７日 
 ～５２年 ２月２８日 

大  雪 異常降雪と猛吹雪のため家

屋倒壊、農林水産被害等が市

内一円で発生した 

○積  雪：１１１ｃｍ（ ２月１９日） 

死   者：  １名，重軽傷者：   ７名 

家屋被害：３６３棟，公共施設被害：194ヶ所 

その他 ：農林水産関係の被害甚大 

昭和５１年 ８月 ６日 
   ～ ８月 ７日 

集中豪雨 
 

大雨のため、古城町を中心に

浸水被害が発生した 

○日降水量： ６３ｍｍ（ ８月 ６日） 

床上浸水：１１０棟，非住家浸水： ５棟 

稲の倒伏：  ３ｈａ，農道破損：   ２ヶ所 

崖 崩 れ：  １ヶ所 

昭和５４年 ８月２１日 
   ～ ８月２２日 

集中豪雨 集中豪雨のため、市内一円で

被害が発生した 

○日降水量：１７５ｍｍ（ ８月２１日） 

○日降水量：１０５ｍｍ（ ８月２２日） 

重 傷 者：  １名，崖 崩 れ：  １２ヶ所 

床上浸水：  ３棟，床下浸水：  ８６棟 

田畑浸水：３３１ｈａ，田畑冠水： １３０ｈａ 

道路損壊：  ６ヶ所，河川決壊：   １ヶ所 

昭和５４年 ９月 ４日 台風１２号 台風１２号の影響で、市内一円

に被害が発生した 

○最大風速： １３ｍ 

軽 傷 者：  １名，家屋被害：1,０００棟 

そ の 他：農家被害甚大 

昭和５６年 １月１３日 
   ～ ２月２３日 

大  雪 
（５６豪雪） 

異常降雪のため、市内一円に

被害が発生し、自衛隊が動員

された 

○積雪：市街地１０１ｃｍ（１／１５） 

       山間部４６０ｃｍ（大杉地区） 

死  者：  ２名，重軽傷者：   ３名 

家屋全壊：  ３棟，家屋半壊：   ２棟 

一部損壊： ６７棟，非 住 家 全 壊    ：  ３２棟 

非 住 家 半 壊    ： １４棟，非 住 家 損 壊    ：  ３９棟 

公 共 建 物 被 害    ： １０棟 

昭和５６年 ７月 ２日 集中豪雨 集中豪雨のため、粟津温泉を

中心に被害が発生した 

床上浸水： ３１棟，床下浸水：  ９９棟 

田畑冠水：５４５ｈａ，道路損壊：  １３ヶ所 

河川決壊：  ３ヶ所 

昭和５７年 ８月 １日 
   ～ ８月 ２日 

台風１０号 台風１０号の影響で、市内一円

に被害が発生した 

重 傷 者：  １名，田畑冠水： ８４８ｈａ 

昭和５８年 ９月２２日 集中豪雨 ９月２１～２２日にかけての集

中豪雨のため粟津川が氾濫

し、粟津地区を中心に被害が

発生した 

床上浸水：１２０棟，床下浸水：  ６４棟 

道路損壊：  ６ヶ所，河川決壊：   ８ヶ所 

昭和５８年 ９月２８日 台風１０号 台風１０号の影響で大雨とな

り、市内一円で被害が発生し

た 

○日降水量：１３６ｍｍ 

床上浸水： ３８棟，床下浸水：  ６９棟 

昭和５９年 ２月 ３日 大  雪 異常降雪のため、市内一円に

被害が発生した 

○積  雪： ４３ｃｍ 

重 傷 者：  １名，軽 傷 者：   ３名 

非住家被害：１２棟 

昭和５９年 ６月２６日 集中豪雨 集中豪雨のため、粟津川及び

梯川が氾濫し、市内全域に被

害が発生した 

○日降水量：１２０ｍｍ 

床上浸水：  ２２棟，床下浸水： １５１棟 

非住家被害：１１棟，道路損壊：  ２０ヶ所 

河川決壊：   ６ヶ所 

昭和６０年１２月１８日 
 ～６１年 ３月 ４日 

大  雪 異常降雪のため、市内一円に

被害が発生した 

○積  雪： ８５ｃｍ（１２月１８日） 

死   者：   １名，重軽傷者：   ８名 

平成元年 ９月 ６日 集中豪雨 秋雨前線の影響で二ツ梨町

を中心に被害が生じた 

○日降水量：１０９ｍｍ 

床上浸水：  ４棟，床下浸水：   ９棟 

田畑浸水：３１０ｈａ，田畑冠水： １０６ｈａ 

道路冠水：  ８ヶ所，土砂流出：   ３ヶ所 

平成 ３年 ９月２７日 
   ～ ９月２８日 

台風１９号 台風１９号の影響で、市内一円

で被害が発生した 

軽 傷 者：  １名，家屋被害： ３００棟 

その他：農作物に被害大 

平成 ５年 ７月１２日 集中豪雨 集中豪雨のため、符津町で浸

水被害、尾小屋・滝ヶ原町で

道路被害が生じた 

○日降水量： ６５ｍｍ（ ７月１２日） 

床下浸水：  １棟，非住家浸水： １棟 

その他：道路、農業被害有り 

平成 ５年 ９月 ４日 
   ～ ９月２８日 

台風１３号 瞬間最大風速３２ｍ／ｓを記録す

る強風により、市内一円で被

害が生じた 

住宅一部損壊 

農業被害甚大 
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発 生 年 月 日 災 害 種 気 象 概 況 等 主  な  被  害  状  況 
平成 8年 6月24日 
   ～ 6月26日 

集中豪雨 梅雨前線の発達に伴う集中

豪雨により、市内一円で被害

が続出した 

○日降水量:175mm 

床下浸水: 14棟，非住家浸水: 6棟 

そ の 他:道路被害 

         農業被害甚大 

主 な 被 害 地 区    :安宅，下牧，漆，沖，白江，八幡

，今江，立明寺 

平成 9年 1月 2日 事  故 ロシアタンカー「ナホトカ

号」の沈没事故により、1月

18日に、流出重油が安宅海岸

へ初漂着した 

漂着回数:14回，回収回数:16回 

作業人数:4471人（延べ人数） 

回 収 量:18.6ｍ３（ドラム缶93本） 

1月23日災害対策本部切替 

平成 9年 7月12日 
   ～ 7月17日 

集中豪雨 集中豪雨のため、市内一円で

浸水被害発生した 

○日降水量:89mm（7月12日） 

床下浸水: 2棟，非住家浸水: 5棟 

そ の 他:道路冠水 

主 な 被 害 地 区    :下牧，吉竹，須天，向折本，立明

寺 

平成 9年10月 8日 突  風 木場潟から木場町に向けて

突風が通過し、建物被害が発

生した 

非住家一部損壊: 2棟 

公共建物被害: 1棟（松東中学） 

平成10年 9月22日 台風７号 台風による大雨で住家の浸

水被害等が発生した 

床上浸水: 7戸 

床下浸水:54戸 

平成13年 1月13日 
～17日 

大  雪 異常降雪のため、市内一円に

被害が発生した 

○積  雪:81cm（1月16日） 

雪害対策本部設置 

重軽傷者: 9名 

住家被害: 1棟 

平成16年 9月 7日 台風18号 台風による強風により建物

被害、重軽傷２人発生 

屋根の破損×１ 

重傷（骨折）、軽傷（切創）各１人 

平成16年10月20日 台風23号 台風による大雨により建物

一部損壊等が発生 

災害対策本部設置（埴田水位4.67m） 

避難勧告:2248世帯 

平成18年 7月15日 
～19日 

梅雨前線 
大  雨 

大雨により水位上昇、床下浸

水（30戸）等の被害 

災害対策本部設置（埴田水位4.91m） 

避難準備情報発表 

平成25年 7月29日 
～30 日 

梅雨前線 
大  雨 

梅雨前線の影響により、加賀

地方を中心に大雨となる統

計開始以来最大の降水量を

記録した 

○日降水量 199.5 ㎜ 

(7 月 29 日) 

○時間最大降水量 46.5 ㎜ 

(7 月 29 日) 

災害対策本部設置 

自衛隊派遣要請 

埴田水位最大 5.23ｍ 

避難指示:21 町､4,484 世帯 

避難勧告: 5 町､1,494 世帯 

(被害状況) 

床上浸水: 1 棟､床下浸水:25 棟 

非住家被害:76 棟 

土砂崩れ:15 箇所 

農業施設:56 箇所 

林道:54 路線 

上下水道: 2 箇所 

平成29年 8月 7日 
～ 9日 

台風５号 台風による大雨で道路路肩

や護岸が一部損壊した 

災害対策本部設置 

埴田水位最大4.56ｍ 

避難勧告:21町､4,741世帯 

(被害状況) 

道路被害: 2箇所 

河川護岸崩れ: 1箇所 

その他倒木等 

平成30年 1月11日 
～ 2月 8日 

大  雪 異常降雪のため、市内一円に

被害が発生した 

○積雪:107cm（2月4日 南加

賀土木） 

重軽傷者 :11名 

住家全壊 : 1棟､一部損壊:1棟 

非住家全壊: 4棟､半 壊 :1棟 

一部損壊 : 1棟 

倒木、ビニールハウス倒壊等 
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発 生 年 月 日 災 害 種 気 象 概 況 等 主  な  被  害  状  況 
令和4年 8月 4日 大  雨 前線の発達による大雨のた

め、市内一円に被害が発生し

た 

 

重傷者 :  2名、軽傷者 :  6名 

住家全壊:  3棟、半壊：  149棟、 

一部破損: 6棟 

床上浸水:100棟、床下浸水:988棟 

非住家被害:7棟 

※昭和 47 年以降の気象記録は、小松地域気象観測所の記録による 

なお、一般災害履歴のうち、過去の豪雪による被害記録については、一般災害対策編第

２章第２５節「雪害対策」に詳細を記載 
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２ 地震災害 

［小松市に影響を与えたと考えられる地震］ 

年 月 日 
震 央 地 名 
[地 震 名] 

規 模 
（Ｍ） 

震 度 等 被 害 状 況 等 

1725年5月7日 
（享保10.5.7） 

加賀小松 ６．０ 不 明 城の石垣・蔵等、少々破損１日に地震

69回、金沢で同日４～５回の地震あり 

1815年3月1日 
（文化12.1.21） 

加賀小松 ６．２ 金沢で強震 小松城破損が多く、金沢で強震であっ

た 

1858年4月9日 
（安政5.2.26） 

越中・飛騨北部 
[飛 越 地 震       ] 

７．０ 
～ 

７．１ 

石川県南部：
震度４～５ 

飛騨北部と越中で被害大 

○大聖寺：潰家148、家大破370 

○金 沢：潰･半壊114 

1891年10月28日 
（明治24年） 

岐阜県西部 
[濃 尾 地 震       ] 

８．０ 石川県：震度
３～４ 

わが国の内陸地震として最大のもの仙

台以南の全国で地震を感じ、水鳥断層

生じる（高さ６ｍ） 

○加賀：家屋全壊25，半壊破80 

1930年10月17日 
（昭和5年） 

大聖寺付近 
[大聖寺地震] 

５．３ 
～ 

６．３ 

金沢:震度３ 大聖寺・吉崎・小松付近で煙突の破

損、落壁、石灯籠及び墓石の転倒あ

り、佐美山で150mにわたり崖が崩れ、

小松で噴水 

1948年6月28日 
（昭和23年） 

福井平野 
[福 井 地 震       ] 

７．１ 金沢：震度４ 福井平野の被害が大きく、地震後に大

火災が生じた 

○小松市：死 者２，負傷者１ 

         全 壊３，半 壊６ 

1952年3月7日 
（昭和27年） 

大聖寺沖 
[大聖寺沖地震] 

５．３ 
～ 

６．３ 

金沢：震度３ 片山津・大聖寺・金津付近で震度５北

潟・塩屋村等で壁の剥落山崩れ、道路

亀裂を生じる 

1961年8月19日 
（昭和36年） 

石徹白付近 
[北 美 濃 地 震       ] 

７．０ 金沢：震度３ 
 

石川県内は白山方面で被害大 

石川県の被害は死者４，負傷者７，家屋

半壊１，非住家被害３ 

1993年2月7日 
（平成5年） 

能登半島北方沖 
[能登半島沖地震       ] 

６．６ 金沢：震度４ 珠洲市を中心に被害が発生 

○小松市：被害なし 

1995年1月17日 
（平成7年） 

兵庫県南東沿岸 
[兵庫県南部地震       ] 

７．２ 金沢：震度３ 
 

震度７が初めて確認され、神戸市を中

心に兵庫県の被害甚大 

○小松市：被害なし 

1996年2月7日 
（平成8年） 

福井県嶺北 ５．０ 加賀：震度４ 
金沢：震度２ 

○小松市：被害なし 

1997年12月19日 
（平成9年） 

石川県西方沖 ４．６ 小松：震度３ 
加賀：震度４ 

○小松市：被害なし 

2000年6月7日 
（平成12年） 

石川県西方沖 ６．２ 金沢：震度３ 
小松：震度５
弱 

○小松市で大きな被害なし 

2002年11月17日 
（平成14年） 

石川県加賀地方 ４．７ 金沢：震度２ 
小松：震度２ 

白山ろくで震度４を観測、道路や給水

管破損等の被害が発生 

○小松市：被害なし 

2007年 3月 25日 
（平成 19 年） 

石川県能登半島沖 
[能登半島地震] 

６．９ 小松：震度４ 
輪島市：震度
６強 

輪島市等で震度６強を観測したほか、広

い範囲で震度５弱以上を観測 

○小松市：非住家被害２ 

2011年 3月 11日
（平成 23 年） 

三陸沖 
[東北地方太平洋
沖地震（東日本大
震災）] 

９．０ 小松：震度２ 三陸沖を震源とする地震が発生し、最大

震度７を観測地震と津波により、東北か

ら関東にかけての東日本一帯に甚大な

被害と原発事故をもたらした 

○小松市：被害なし 
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年 月 日 
震 央 地 名 
[地 震 名] 

規 模 
（Ｍ） 

震 度 等 被 害 状 況 等 

2018 年 6 月 18 日 
（平成 30 年） 

大阪府北部 ６．１ 加賀：震度３ 
小松：震度２ 

大阪府北部を震源とする地震が発生し、

大阪市北区などで最大震度６弱を観測

した 

○小松市：被害なし 

2022 年 6 月 19 日 
（令和 4 年） 

石川県能登地方 ５．４ 金沢:震度２ 
小松:震度２ 
珠洲市:震度
６弱 

石川県能登地方を震源とする地震が発

生し、珠洲市で最大震度６弱を観測した 

○小松市：被害なし 

2023 年 5 月 5 日 
（令和 5 年） 

石川県能登地方 ６．５ 金沢：震度４ 
小松：震度４ 
珠洲市：震度
６強 

石川県能登地方を震源とする地震が発

生し、珠洲市で最大震度６強を観測した 

○小松市：被害なし 

2024 年 1 月 1 日 
（令和 6 年） 
 
 

石川県能登地方 ７．６ 小松：震度５
強 
輪島市、志
賀町：震度７ 

石川県能登地方を震源とする地震が発

生し、輪島市及び志賀町で最大震度７を

観測した 

○小松市：死者１、負傷者２ 

     全壊１、半壊８０ 

     一部破損１１,５２９ 

※平成８年 10 月１日から｢気象庁震度階級｣が変わり、市内に震度観測所が開設されている 
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第４ 地震被害の想定による市域の危険性 

１ 市域で想定される地震 

（１）市域で大きな災害をもたらすと想定される地震の種類には、地表近くの活断層のずれ

による地震（活断層型地震）、プレート境界で起きる地震（海溝型地震）、プレートの内

部破壊による地震等いくつかのタイプがあり、このうち本市で発生する可能性が高いの

は活断層型地震である。 

 本市周辺での想定地震の震源位置は次に示すとおりであるが、このうちもっとも発生

確率が高く、予想される被害が最大となるのは、加賀平野の地震（森本断層と富樫断層

を含む延長線に、想定震源断層を設定）によるものとされている。 

（冬季の夕刻に発生した場合を想定して、県内各地の地盤の揺れの大きさや液状化危

険度及び各種の被害、影響を予測） 

 
想定地震の震源断層の位置 

 

断層面が地表に対して垂直な場合（大聖寺の地震・加賀平野の地震）では、断層の位置は  

線上になっている。 

邑知潟の地震、能登半島北方沖地震の断層面は北西に向かって下がっている。  
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（２）各地震の被害想定震源断層の諸元と地震の評価 

ア 各地震の被害想定震源断層の諸元 

区  分 長さ 幅 傾き 

マ グ ニ 

チュード 

（Ｍ） 

想定震源域付近の過去の地震 

大聖寺の 

地震 
40km 20km 鉛直 7.0 

1640年（寛永17年） 

1930年（昭和 5年） 

1948年（昭和23年） 

1952年（昭和27年） 

加賀大聖寺（Ｍ6 1/4～63/4）4） 

大聖寺付近（Ｍ5.3～Ｍ6.3） 

福井地震（Ｍ7.1） 

大聖寺沖地震（Ｍ6.5） 

加賀平野 

の地震 
40km 20km 鉛直 7.0 

1725年（享保10年） 

1799年（寛政11年） 

1815年（文化12年） 

加賀小松（Ｍ6.0） 

金沢地震（Ｍ6.0） 

福井地震（Ｍ6.0） 

邑知潟の 

地震 
40km 20km 40度 7.0 

1892年（明治25年） 

1933年（昭和 8年） 

志賀町、富来町（Ｍ6.3、Ｍ6.4） 

中島町（Ｍ6.0） 

能登半島 

北方沖の 

地震 

50km 16km 60度 7.0 

1729年（享保14年） 

1896年（明治29年） 

1993年（平成 5年） 

輪島（Ｍ6.6～7.0） 

珠洲（Ｍ5.7） 

能登半島沖地震（Ｍ6.6） 
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イ 地震の評価 

区 分 災害の概況 

救命消火期 
生活支援期の 

問題点 

地域間の 

災害応援 
被災 

中心域 

被災地 

周辺域 
注意地域 

大聖寺の

地 震 

・加賀市を中

心とし、加

賀南部地域

付近に影響

を及ぼす局

所的災害 

・加賀市 ・小松市、

能美市、

白山市 

 ・加賀市小松

市で避難が

問題とな

り、生活支

障は加賀市

南部地域の

みならず加

賀平野北部

にまで広が

る 

・地震後早い時

期から金沢市

方面の周辺市

町により行わ

れる必要があ

る 

加賀平野

の 地 震 

・加賀平野に

広く影響を

及ぼす広域

災害である 

・特に、河

北、金沢、

加賀南部の

各地域に大

きな影響を

及ぼし、隣

接する加賀

北部地域に

波及する 

・能登中部地

域の一部で

も注意を要

する 

［金沢市・

河北地

域］ 

・金沢市、

かほく

市、津幡

町 

［加賀南部

地域］ 

・小松市、

能美市、

白山市 

［金沢市・

河北地

域］ 

・内灘町、

かほく市 

［加賀南部

地域］ 

・能美市、

加賀市 

・白山市、

野々市

市、川北

町、中能

登町 

 

・邑知潟より

北側の地域

と白山山麓

を除いて避

難や生活支

障が問題と

なる特に避

難は重い課

題となる 

・この地震は広

域にわたって

甚大な災害を

もたらすの

で、全国規模

の災害応援が

必要となる 
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区 分 災害の概況 

救命消火期 
生活支援期の 

問題点 

地域間の 

災害応援 
被災 

中心域 

被災地 

周辺域 
注意地域 

邑知潟

の地震 

・邑知潟を中

心とし、能

登中部地域

と周辺地域

の一部に大

きな影響を

及ぼす災害 

・七尾市、

羽咋市、

宝達志水

町、中能

登町 

・輪島市、

七尾市、

穴水町、

能登町、

津幡町、

かほく

市、志賀

町 

・珠洲市、

能登町、

内灘町、

金沢市 

・能登中部地

域で避難が

大きな問題

となり、河

北地域の大

半と能登北

部地域の一

部にも問題

が波及する 

 

・生活支障は

能登中部地

域から周辺

地域に広が

るが、河北

地域で重い

ことが注目

される 

・地震後早い時

期から金沢

市、小松市方

面の市町等に

より行われる

必要がある 

能登半

島北方

沖の地

震 

・ごく局地的

な災害で、

災害度は低

い 

・輪島市、

珠洲市 

・能登町、

穴水町 

 ・能登北部地

域の一部と

能登中部地

域の一部で

避難が問題

となる 

・生活支障は

能登半島か

ら金沢市ま

で広がる 

・地震後早い時

期から金沢市

方面の市町等

により行われ

る必要がある 
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２ 地震による被害想定 

（１）市域に最大の被害をもたらすと予想される加賀平野の地震による震度及び液状化の予

測 

震源の条件 森本－富樫断層を含む延長線を想定する内陸直下型地震 

地震の規模 マグニチュード７．０ 

震度の予測 平野部において震度６弱～６強が予測される 

液状化の危険度 平野部で液状化危険度が高く予測される 
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（２）想定地震の最大震度に基づく被害予測 

区分 
建物全壊 炎上出

火件数 

延焼 

棟数 

死者

数 

負傷 

者数 

要救出

者数 

避難 

者数 

上水道配水管 

棟 率(%) 被害箇所 被害箇所（㎞） 

大聖

寺 
388 0.8 10 0 11 427 263 2,692 1,792 2.6 

加賀

平野 
2,935 6.3 81 1,113 404 1,014 835 19,601 2,863 4.2 

邑知

潟 
1 0.0 0 0 8 34 0 240 189 0.3 

能登

半島

北方

沖 

0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

※「全壊」には倒壊建物を含む 

３ 津波による被害想定 

津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）に基づき、平成 26 年８月

に「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書」により、国から日本海側にお

ける統一的な津波断層モデルが示されたことから、石川県は平成 28 年度に、津波防災地域

づくりに関する法律に基づく津波浸水想定を設定した。 

このうち、小松市に関する津波浸水想定は、下記のとおりである。 

小松市の 

浸水面積 

住居地域 0.01km2  
小松市の 

最大津波 

最大津波高 3.4ｍ 

非住居地域 3.56km2  最大津波到達時間 33 分 

計 3.57km2  影響開始時間※ 20 分 

※影響開始時間は、海岸付近の海域で 20cm の海面変動が生じるまでの最短の時間をいう 

 

また、石川県は津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項に基づき、令和 5 年 3

月に津波災害警戒区域を指定した。 

このうち、小松市の津波災害警戒区域の指定区域は次のとおりである。 
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津波災害警戒区域の指定区域 
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第５節 防災ビジョン 

 

第１ 防災ビジョンの理念 

市民の生命及び財産を災害の危険性から守るため、中長期的・総合的な視点の下に、地域

防災計画の基本理念を「災害に強い安全なまちづくり」とする。 

災害に強い安全なまちづくりとは、「市、防災関係機関、事業者及び市民が協力・連携し

ながら、防災対策におけるハード（構造的対策）とソフト（非構造的対策）を一体化したま

ちづくりを推進する」ことであり、次の３点を計画の基本指針とする。 

 計画の基本指針  
  
１ 災害に強い安全なまちづくりのための多面的な防災施策の推進 

２ 国、県、市、市民、関係機関等が一体となった防災体制の構築及

び自助・共助・公助の３段階の有機的活動 

３ 実践的な応急対策計画の策定 

 

第２ 防災ビジョンの基本目標 

防災ビジョンの基本理念である「災害に強い安全なまちづくり」を達成するため、小松市

の地域特性、防災体制の現状及び今後の社会環境等の変化の動向を踏まえ、達成すべき具体

的な基本目標を次のとおりとする。 

 
 基 本 目 標  
  
１ 災害に係る情報伝達体制及び通信体制の整備 
２ 避難路の整備及び避難所の環境整備 
３ 物資集配拠点、大規模避難所等の避難・救援拠点の整備 
４ 延焼防止施策その他、減災施策の推進による災害に強い都市空間の整備・強化 
５ ライフライン施設の災害対応力の整備・強化 
６ 要配慮者施策の推進 
７ 実践的、効果的な防災訓練体制の整備 
８ 防災ボランティア受け入れ体制の整備 
９ 防災関係機関、事業者等との連携の強化 
10 応急危険度判定士等、応援・復旧活動対策に係る人材の養成 
11 市域の特性に即した救援・救護対策の確立 
12 生活安定のための措置と実施手順の明確化 
13 自主防災組織の結成・育成施策の推進 
14 恒常的な啓発努力による市民・住民の防災意識の高揚 

 

第３ 防災施策を推進する上での重視事項 

１ 災害に係る情報伝達体制及び通信体制の整備 

防災行政無線のデジタル化の機会を捉え、総合的な情報通信体制、指揮通信体制を確保

する。 

なお、この際、国民保護措置に係る情報伝達体制整備との吻合を図る。 
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２ 避難路の整備及び避難所の環境整備 

高齢化社会への対応措置として住宅密集地（特に市街地）の道路の全てが災害時に避難

路として使用されることを念頭に、融雪装置の設置、公園・緑地の整備及びバリアフリー

化施策等を積極的に推進するほか、避難所の各種機能の充実を図る。 

３ 物資集配拠点、大規模避難所等の避難・救援拠点の整備 

（１）小松市の市域における避難・救援拠点として次の４箇所を定め、災害対応に係る各種

機能の充実を図る。 

東部地区避難・救援拠点 道の駅こまつ木場潟及び周辺区域 

西部地区避難・救援拠点 西南体育館、小松加賀斎場及び周辺区域 

南部地区避難・救援拠点 こまつドーム及び周辺区域 

北部地区避難・救援拠点 小松市民センター及び周辺区域 

（２）避難・救援拠点の持つべき機能 

物資集配拠点機能 

 

 

ア 周辺に流通基幹道路が存在すること 
イ 当該拠点にアクセスする道路が整備されていること 
ウ 臨時へリポートを備えていること 

大規模避難所 

としての運用機能 

 

ア 屋内居住スペースのほか、屋外にも十分な広さがあること 
イ 飲料水、電気、ガス、トイレ設備等が緊急用として確保できる

こと 

４ 延焼防止施策その他減災施策の推進による災害に強い都市空間の整備・強化 

（１）全市的視野を持った基本都市計画に防災の視点を反映させる。 

（２）計画的な公園・緑地の整備等、各種事業計画に防災施策を反映させ、“安全なまちづく

り”の効果的な実現を図る。 

（３）別途作成する「小松市耐震改修促進計画」に基づき、各種建物の耐震改修施策を効果的

に推進する。 

５ ライフライン施設の災害対応力の整備・強化 

災害に強い安全なまちづくりの観点から、市の管理する上下水道等の災害時の重要な設

備については、地震に強い素材への換装や下水道マンホールを災害時の簡易トイレとして

活用するなど、創意工夫を図る施策を積極的に推進する。 

６ 要配慮者施策の推進 

避難行動要支援者名簿及び自主防災組織の活用、避難路及び避難所等のバリアフリー

化、住宅密集地内の融雪装置事業等、要配慮者に係るあらゆる施策を積極的に推進する。 

７ 外国人への対応 

在日、訪日外国人の円滑な避難誘導体制の構築に努めるなど、災害の発生時に外国人に

も十分配慮する。 
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８ 実践的、効果的な防災訓練体制の整備 

（１）防災関係機関、自主防災組織との連携強化をねらいとした、組織的な総合防災訓練の

実施を図る。 

（２）職員（消防職員を除く）の訓練、とりわけ災害時、個々の任務を基礎とした適切な状況

判断能力の向上が急務ととらえ、創意工夫により訓練要領の見直しを図り、災害時に

真にその成果が発揮できるような訓練体制の確立を図る。 

９ 防災ボランティア受け入れ体制の確立 

大規模災害が発生した場合、各種ボランティア団体との連携の重要性は極めて大きくな

っており、小松市社会福祉協議会等の関係機関、各種災害ボランティア団体等との連携体

制の整備を図るなど、防災ボランティア受け入れ体制を整備する。 

１０ 防災関係機関、事業者等との連携の強化 

（１）災害対策基本法に基づく各種申請、要請要領等の手順・手続きの整備を図る。 

（２）関係機関、担当部署の連絡先の確実な把握を行う。 

（３）衛星電話その他緊急通信網を活用した訓練を推進する。 

１１ 応急危険度判定士等、応援、復旧活動対策に係る人材の養成 

地震災害の場合の建物応急判定、避難所生活者へのメンタルサポート、罹災証明書発行

等、大規模災害が発生した場合に各分野で中心となって活動できる人材を計画的に育成す

る。 

１２ 市域の特性に即した救援・救護対策の確立 

（１）被害程度に基づく国・県への応援要請や県を通じた自衛隊への派遣要請のルール化を

図る。 

（２）地域の特性を把握し、災害危険箇所を探る。 

（３）観光客（粟津温泉等の観光地、小松空港・小松駅等の交通機関）への配慮。 

１３ 生活安定のための措置と実施手順の明確化 

（１）被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）及び同施行令（平成 10 年政令第 361

号）に基づくほか、被災者・被災企業に対する再建の支援体制の確立を図る。 

（２）被災地では、住民の意向を尊重しつつ、迅速で円滑な復旧事業の推進に努める。 

１４ 自主防災組織育成施策の推進 

自助、共助の段階における活動主体は自主防災組織であるとの共通認識の下、その育成

に当たっては、自主防災組織独自で訓練計画の立案、実施、事後評価のサイクルができる

よう着意するほか、しみん防災館の効果的な活用を図る。 

１５ 恒常的な啓発努力による市民・住民の防災意識の高揚 

自助、共助の段階においては市民一人ひとりの正しい知識に基づく冷静な行動が極めて

重要なことから、全市民及び住民の防災意識を総合的に向上させる努力を継続して行う。 


